
１．教育・保育

〇 概要

２．地域子ども・子育て支援事業

〇 概要

保育を希望
す る 児 童

保育所
認定こども園
地域型保育事業

弘前市子ども・子育て支援事業計画について（事業概要）

　小学校就学前の児童の教育又は保育を希望する場合、次の３つの認定区分により、教育・保育施設等が
利用できます。

認 定 区 分 区 域 内 容 教育・保育施設等

教育を希望
す る 児 童

1号認定
2号認定

 (教育ﾆｰｽﾞ)
市全域

　子どもが３歳以上で、幼稚園等で教育を希望する
場合。
　子どもが３歳以上で、保護者の労働又は疾病等の
「保育の必要な事由」に該当するが、幼稚園等で教
育を希望する場合。

幼稚園
認定こども園

２号認定
　子どもが３歳以上で、保護者の労働又は疾病等の
「保育の必要な事由」に該当し、保育所等で保育を
希望する場合。

3号認定
　子どもが満３歳未満で、保護者の労働又は疾病等
の「保育の必要な事由」に該当し、保育所等で保育
を希望する場合。

　１9の子育て支援事業について、地域住民の多様なニーズを把握した上で、必要な支援を計画的に行い
ます。

事 業 名 区 域 事 業 内 容
実施の
有無

（予定含）

※弘前市では、現在、地域型保育事業の実施はなし

① 利 用 者 支 援 事 業 市全域

　子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施
設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応
じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整
等を実施する事業。
＜基本型＞
　地域子育て支援拠点等の身近な場所において、子育て
家庭等から日常的に相談を受け、個別のニーズ等に基づ
いて、子育て支援に関する情報の収集・提供、子育て支援
事業や保育所等の利用にあたっての支援を行うもの。
＜こども家庭センター型＞
  母子保健機能と児童福祉機能の一体的な運営を通じ
て、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包
括的な支援及び全てのこどもと家庭に対して、虐待への
予防的な対応から個々の家庭の状況に応じた支援まで、
切れ目なく対応するもの。

有

資料１－２

中 央

南 西

北 西

石 川

中 央

南 西

北 西

石 川
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事 業 名 区 域 事 業 内 容
実施の
有無

（予定含）

　家庭において保育を受けることが一時的に困難となっ
た乳幼児について、主として昼間において、認定こども
園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所
において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業。

有

⑨ 延 長 保 育 事 業
　保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び
利用時間以外の日及び時間において、保育所、認定こど
も園等において保育を実施する事業。

有

　病児対応型は、児童が病気の「回復期に至らない場合」
であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合に
おいて、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設された
専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に
保育する事業。
　病後児対応型は、児童が病気の「回復期」であり、かつ、
集団保育が困難な期間において、当該児童を病院・診療
所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のた
めの専用施設で一時的に保育する事業。

有

⑪ 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 市全域

　保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学
している児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教
室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を提供
し、その健全な育成を図る事業。

有

幼 稚 園 等 市全域

保 育 所 等 市全域

中 央

南 西

北 西

石 川

⑩ 病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業 市全域

⑧一時預かり
事 業

シ ョ ー ト
ス テ イ

市全域

　保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理
由により児童の養育が困難となった場合等に、児童養護
施設など保護を適切に行うことができる施設等において
養育・保護を行う事業。

有

ト ワ イ ラ イ
ト ス テ イ

市全域

　保護者が、仕事その他の理由により、平日の夜間又は
休日に不在となり児童の養育が困難となった場合等の緊
急の場合に、児童養護施設など保護を適切に行うことが
できる施設において児童を預かる事業。

有

⑦ ﾌ ｧ ﾐ ﾘ ｰ ･ ｻ ﾎ ﾟ ｰ ﾄ ･ ｾ ﾝ ﾀ ｰ 事業 市全域

　乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を
会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望
する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助
活動に関する連絡、調整を行う事業。

無

⑥子育て短期
支 援 事 業

③ 妊 婦 健 康 診 査 事 業 市全域

　妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する
健康診査として、健康状態の把握・検査計測・保健指導を
実施するとともに、妊娠期間中に必要に応じた医学的検
査を実施する事業。

有

④ 乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業 市全域
　生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子
育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う
事業。

有

⑤ 養 育 支 援 訪 問 事 業 市全域
　養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問
し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、当該家
庭の適切な養育の実施を確保する事業。

有

② 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業 市全域
　乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設
し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援
助を行う事業。

有
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事 業 名 区 域 事 業 内 容
実施の
有無

（予定含）

⑫実費徴収に伴う補足給付事業 市全域

⑲乳児等通園支援事業（こども
誰 で も 通 園 制 度 ）

市全域
　保護者の就労状況などに関係なく、保育園や幼稚園な
どに子どもを一時的に預けられる事業。 

有
（R７.4～）

⑯ 児 童 育 成 支 援 拠 点 事 業 市全域

　養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のな
い児童等に対して、当該児童の居場所となる場を開設
し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活
習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事
の提供等を行うとともに、児童及び家庭の状況をアセス
メントし、関係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の
状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待
を防止し、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図
る事業。

無

⑰ 親 子 関 係 形 成 支 援 事 業 市全域

　児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている
保護者及びその児童に対し、講義やグループワーク、ロー
ルプレイ等を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じ
た情報の提供、相談及び助言を実施するとともに、同じ
悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を
相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける等その他
の必要な支援を行う事業。

有
（R６.4～）

⑱ 産 後 ケ ア 事 業 市全域

　分娩施設退院後から一定の期間、病院、診療所、助産
所、その他自治体が設置する場所等又は対象者の居宅に
おいて、助産師等の看護職が中心となって、母子に対し
て、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を実
施し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援
する事業。

有
（R３.4～）

⑬ 多 様 な 主 体 の 参 入 促 進 ・
能 力 活 用 事 業

市全域

　特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に
関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した
特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための
事業。

無

⑭ 子 育 て 世 帯 訪 問 支 援 事 業 市全域

　訪問支援員が、家事・子育て等に対して不安・負担を抱
えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭
の居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴すると
ともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家
庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防
ぐ事業。

有
（R6.4～）

⑮ 妊 婦 等 包 括 相 談 支 援 事 業 市全域
　妊婦・その配偶者等に対して、面談等の実施により、必
要な情報提供や相談に応じるとともに、ニーズに応じて
必要な支援につなげる伴走型相談支援を行う事業。

有
（R７.4～）

　保護者の世帯所得の状況を勘案して、特定教育・保育
施設等に対して保護者が支払うべき日用品、文房具その
他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行
事への参加に要する費用等を助成する事業。

無

　幼稚園（確認を受けない幼稚園）における低所得者等の
子どもの食材費（副食費）を助成する事業。

有
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